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 昭和56年6月に改正された、現在の耐震基準（新耐震基準）に

疑問が提示されはじめています。 

 

 そもそも、新耐震基準は建物は損傷しても命は守る、という考え

方で、損傷後のことは考慮されていません。（今回の熊本地震のよ

うに群発する地震は想定していない） 

 

 そのため、最初の地震（震度7）では倒壊しなかったので、この

建物は安全と錯覚した人が、家に戻り犠牲になったわけです。 

  

 一度目に、外見からはわからない箇所で倒壊寸前になっていたの

ではないでしょうか。 

 

 そうすると、いちど震度7クラスの地震が起きた場合は、外見だ

けで判断しないで、建物の安全が確認できるまでは使用しないこと

です。 

 国交省は、専門家の調査結果を踏まえたうえで、今の耐震基準の

妥当性について、見直しが必要かを含めて検討すると、話していま

す。 

新耐震基準に疑問あり 

 賃貸借契約をはじめとする契約一般は、その内容を変更

する際には当事者双方の合意が必要であり、一方当事者の

意思のみによって変更することはできません。 

 しかし、賃貸借契約は長期間継続するのが通常ですか

ら、期間の経過によって契約当時の賃料が不相当になるこ

とが少なくありません。 

 そこで、借地借家法は、賃貸借契約期間中であっても一

方当事者から賃料増減額請求を認める必要があることか

ら、賃料増減額請求を認めています。 

では、どのような場合に賃料増減額請求は認められるので

しょうか。 

①事情の変化が生じ賃料が客観的に不相当になったこと 

（事情の変化を示す要素） 

  ・土地または建物に対する租税等の増額 

  ・不動産価格の上昇下落、その他の経済事情の変動 

    ・近傍同種の建物の賃料との比較 

 

②現行の賃料が定められてから相当期間経過していること 

 

③賃料を一定期間据え置くという特約がないこと 

 このように、賃貸人は、自分の都合で賃料を増額でき

るわけではありませんが、賃料増額の請求そのものは、

賃貸人の一方的な意思表示によりすることができます。 

（賃料増額請求の行使方法） 

 賃料増額請求は、賃貸人が賃借人に対して賃料を増額  

 する旨の意思表示が賃借人に到達すればよく、書面に 

 よらず口頭でも可能です。 

（賃借人が承諾しない場合） 

 賃料増額請求については、いきなり訴訟を提起するこ

とはできません。賃借人が増額に応じない場合は裁判所

に賃料の増額を求めて調停を申し立てます。 

 調停は簡易裁判所で行われ、裁判官、調停委員が当事

者から事情を聞き、場合によっては試案を示すなどして

当事者間の自主的な解決を図りますが、合意に至らなけ

れば不調により調停手続きは終了します。 

 この場合には、賃貸人がさらに賃料増額を求めるので

あれば賃料増額請求の訴訟を提起することになります。 

 従って調停で合意、若しくは判決が確定するまでは従

来通りの家賃を払うことに問題はありません。 

№６№６№６№６6666    先日、大家から「来月から家賃を１万円上げる」と言われました。私としては何先日、大家から「来月から家賃を１万円上げる」と言われました。私としては何先日、大家から「来月から家賃を１万円上げる」と言われました。私としては何先日、大家から「来月から家賃を１万円上げる」と言われました。私としては何    
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 購入を前提に考えている人に重要事項の説明をしたことは

ありますが、買うかどうか決めてもいない、否、内覧すらしてい

ないのに重要事項の説明とは恐れ入りました。 

 お客様に事情を伝えると「手付け優先？なるほど。わからな

いでもないが、現金でない人はどうなるの？ローンが通るか

どうかもわからないのに手付金を払う人がいるの？ 横暴な

不動産屋だね。まぁいいや、私は現金で買うつもりだから。 

どちらにしても、明日見せて下さい。話はそれからですよ」 

 まったくこの方の言うとおりです。 

ひと昔前、不動産広告で早い者勝ちという台詞がありました

が、今もこんな古典的な不動産会社がいることに驚かされま

した。 

 さて、翌日、前日からの雨もすっかり上がり、まさに雲一つ

ない快晴です。 

 「米本さん、少し早いけれど一緒に昼飯でも食べようよ。今

から迎えにきてもらえない？」 

 きょうの内覧は午後の１時。３０分前にＡさんを迎えに行く予

定でしたが、事前打ち合わせを兼ねて一緒に昼食を取ること

になりました。 

 「朝、銀行でお金をおろしてきたよ。売主はどんな不動産屋

かわからないけど、米本さん、あなたにまかすから頼むよ」 

 Ａさん、買う気満々です。               次号続く 
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シリーズ・わたしのシリーズ・わたしのシリーズ・わたしのシリーズ・わたしの営業体験 営業体験 営業体験 営業体験     №№№№19191919        早早早早いいいい者勝者勝者勝者勝ちちちち    

腕腕腕腕、、、、被写体被写体被写体被写体、、、、悪悪悪悪いのはどっちいのはどっちいのはどっちいのはどっち？？？？    

 その物件は明らかに売れ筋物件でした。需要が多いにもか

かわらず売り物件が滅多に出ない地域で、価格も比較的買

いやすい価格帯ですから、すぐに売れてしまいそうです。 

 不動産会社間で情報交換がリアルタイムで行われるレイン

ズから情報を取り寄せ、Ａさんに紹介するとすぐにでも見学し

たいと返事が返ってきました。 

 さっそく売主である不動産会社に、内覧のことを伝えると、

すでに相当な数の方から内覧予約があり、ひとりひとり案内

するのは面倒だから全員同時に内覧してもらうとのこと。 

 「購入申込みはどのような形で受け付けられますか？」 

 人気エリアの希少物件です。当日、その場で、購入申し込

みをする人がいるかもしれません。 

 予めルールを決めておかないと、申込順位で混乱すること

が目に見えています。 

 「手付優先ですね。お宅のお客さんにもその気があるなら

当日、現金を持ってくるよう伝えておいてください」 

「ちょっと待ってください。それはおかしいでしょう。手付金は

売買契約のときに払うものですよ。重要事項の説明もしない

で手付金とは宅建業法違反になりますよ」 

 「お宅の方で先に重要事項を説明しておけばいいでしょ」 


